
事務費および一部配分金単価改定のお知らせ 
 

 日頃から、那須町シルバー人材センターの業務運営にご協力、ご支援を
賜り厚く御礼申し上げます。 
この度、当センターの経営の安定性と継続性を確保するため、令和５年 
４月１日から事務費及び一部配分金単価の改定を実施させていただきます。 
 今回の改定でお客様のご負担が大きくなってしまいますが、何卒ご理解
をいただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 
 

  改定日 令和５年４月１日（土）作業分より適用 
  事務費 １０％ (現行)  → １２％ (改定) 
  配分金 ９００円 (現行) → ９５０円 (改定)  

● 那須町シルバー人材センターは、高年齢者にふさわしい「臨時的で軽易な作業」を引き受けます。 

在籍会員の状況によっては、お受け出来ない場合もあります。 
 

● 植木剪定や除草など、季節によって発注が重なる場合は、お待ちいただくことがあります。 

あらかじめご了承ください。 

その仕事、シルバー人材センター 
におまかせください！！ 

その他のご依頼にも対応しております！ 

●一般作業             ●技能           
 除草作業（草刈り・草取り）      植木の剪定 
 屋内・屋外清掃            大工作業 
 農作業                刃物研ぎ 
                 

●その他 
 施設管理 
 家事援助サービス  



公益社団法人  

那須町シルバー人材センター   📞0287-72-6321 
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙4-19  FAX 0287-71-2220 
午前8：30～午後5：15（土日祝日・年末年始を除く） 

 ４月２６日（水） ８月２３日（水） 

１１月１５日（水） ２月２１日（水） 
 

 時間：１０時から  

 会場：シルバー人材センター 
 

  ❶ 入会の手続き 

     ・入会説明会に参加後、入会申込書を提出 

  ❷ 会員登録 

     ・センターの理事会で承認後、会員として登録 
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活かしましょう 
あなたの技能、知識、経験 

そして「やる気」！ 
▶ 町内在住で、６０歳以上の方 

▶ 健康で働く意欲のある方 

▶ シルバー人材センター事業の趣旨に賛同いただいた方 

シルバーで 

仕事を 
したい方 
入会の 
ご案内 


